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最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

最高裁判所事務総長大谷直人

司法行政文書の管理について（通達）

標記の管理について下記のとおり定めましたので、これによってください。

なお、簡易裁判所に対しては、所管の地方裁判所長から伝達してください。
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第1 総則

1 趣旨

裁判所における司法行政文書の管理については、法律及びこれに基づく命令

並びに最高裁判所規則、最高裁判所規程及び通達に特別の定めがある場合を除

くほか､この通達の定めるところによる。

2定義

この通達における用語の意義は、次に定めるところによる。

（1） 司法行政文書裁判所の職員が職務上作成し、又は取得した司法行政事務

に関する文書（図画及び電磁的記録（電子的方式､磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。 ）を含む。

以下同じ。）であって、裁判所の職員が組織的に用いるものとして、裁判所

が保有しているものをいう。

（2） 事務総局等の課等最高裁判所事務総局分課規程（昭和22年最高裁判所

規程第5号)に定める事務総局の課、局の課、職員管理官及び厚生管理官、

司法研修所事務局分課規程（昭和24年最高裁判所規程第14号）に定める

事務局の課、裁判所職員総合研修所事務局分課規程（平成16年最高裁判所

規程第3号）に定める事務局の課並びに最高裁判所図書館分課規程（昭和3

4年最高裁判所規程第4号）に定める課をいう。

（3） 最高裁判所の裁判部大法廷首席書記官等に関する規則（昭和29年最高

裁判所規則第9号）に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する

組織をいう。

（4） 下級裁判所の課下級裁判所事務処理規則（昭和23年最高裁判所規則第

16号）第24条第1項から第4項までの規定及び同条第10項の規定に基

づく定めにより、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所に置

かれた課をいう。

（5） 下級裁判所の裁判部大法廷首席書記官等に関する規則に定める首席書記
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官及び首席家庭裁判所調査官等に関する規則（昭和57年最高裁判所規則第

4号）に定める首席家庭裁判所調査官が指導監督する職員が属する組織をい
1

＞

う。

(6) ファイル能率的な事務の処理及び司法行政文書の適切な保存に資するよ

う、相互に密接な関連を有する司法行政文書（保存期間及び保存期間の満了

する日を同じくすることが適当であるものに限る。 ）を一の集合物にまとめ

たものをいう。

(7) ファイル管理簿ファイルの管理を適切に行うために、ファイルの分類、

名称、保存期間、保存期間の満了する日及び保存場所その他の必要な事項を

記載した帳簿をいう。

(8) 電子決裁システム司法行政文書の受理、起案､発送､保存､廃棄その他

司法行政文書の管理を総合的に行うための情報システムをいう。

(9)移管公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）第14条

第1項の規定に基づく最高裁判所長官と内閣総理大臣との協議による定め（

同法附則第3条の規定により同法第14条第1項の規定に基づく協議による

定めとみなされるものを含む。 ）に基づき、内閣総理大臣に司法行政文書を

移管することをいう。

司法行政文書の管理体制

総括文書管理者

(1)最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所に総括文書管理者を

置く。

(2)総括文書管理者は、最高裁判所においては最高裁判所事務総局秘書課長（

以下「秘書課長」 という。 ） とし、高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所

（以下「高等裁判所等」 という。 ）においては事務局長（知的財産高等裁判

所事務局長を除く。 ） とする。

(3) 総括文書管理者の事務は、次のとおりとする。
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ア最高裁判所の総括文書管理者は、最高裁判所における司法行政文書の管

理について、次に掲げる事務を行うものとする。

（ｱ） ファイル管理簿の調製

（ｲ） 移管に関する事務

(ｳ）移管・廃棄簿の調製

㈲司法行政文書の管理に関する必要な改善措置の実施

㈱司法行政文書の管理に関する研修の実施

㈲組織の新設、改正及び廃止に伴う司法行政文書の管理に関する必要な

措置の実施

㈱所管換え先の指定

（ｸ） この通達の実施に関し必要な細則の整備

例その他司法行政文書の管理に関する事務の総括

イ高等裁判所等の総括文書管理者は、その所属する裁判所（地方裁判所に

あっては､管内の簡易裁判所を含む。 ）における司法行政文書の管理につ

いて、次に掲げる事務を行うものとする。

㈱アの(ｱ)から㈲まで（(ｲ)及び(例を除く。 ）に掲げる事務

（ｲ）廃棄簿の調製

（ｳ） 司法行政文書の管理状況についてのその所属する裁判所の長への報告

副総括文書管理者

、

2

(1) 最高裁判所及び高等裁判所等に副総括文書管理者を置く。

(2) 副総括文書管理者は、最高裁判所においては最高裁判所の総括文書管理者

が指名する者とし、高等裁判所等においては事務局総務課長とする。ただし、

高等裁判所等の長は、事務局総務課長に代えて文書企画官を副総括文書管理

者とし、又はその庁の実情により特に必要があるときは、事務局総務課長に

加えて知的財産高等裁判所事務局庶務第一課、庶務第一課、庶務課若しくは

事務部第一課の長を副総括文書管理者とすることができる。



（3） 副総括文書管理者は、総括文書管理者を補佐するものとする。

3文書管理者

（1）事務総局等の課等、最高裁判所の裁判部、下級裁判所の課及び下級裁判所

の裁判部（以下「課等」 という。 ）に文書管理者を置く。

(2) 文書管理者は、次のとおりとする。ただし、最高裁判所においては局課等

（最高裁判所事務総局分課規程に定める事務総局の局及び課、司法研修所、

裁判所職員総合研修所、最高裁判所図書館並びに最高裁判所の裁判部をいう。

以下同じ。 ）の長（最高裁判所の裁判部においては総務局長。以下同じ。 ）

は、下級裁判所においては高等裁判所等の長は、必要があるときは、次のア

からエまでに定める者に加えて、これらの者に準ずる者を文書管理者とする

ことができる。

ア事務総局等の課等事務総局等の課等（職員管理官及び厚生管理官を除

く。 ）の長、職員管理官及び厚生管理官

イ最高裁判所の裁判部訟廷事務に係る司法行政文書については訟廷首席

書記官、最高裁判所の裁判部の庶務に関する事項に係る司法行政文書につ

いては総務局第一課長

ウ下級裁判所の課下級裁判所の課の長

エ下級裁判所の裁判部第1の2の(5)に定める首席書記官及び首席家庭裁

判所調査官

（3） 文書管理者の事務は、次のとおりとする。

ア最高裁判所の文書管理者は、その所属する事務総局等の課等又は最高裁

判所の裁判部の所管する事務に関する司法行政文書の管理の実施の責任者

として、その管理する司法行政文書について、次に掲げる事務を行うもの

とする。

㈱保存

㈹保存期間が満了したときの措置の設定

▲



（ｳ） ファイル管理簿への記載及びその記載の削除

㈲保存期間及び保存期間の満了する日の延長並びに廃棄

㈱移管・廃棄簿への記載

（力） 管理状況の点検

㈱司法行政文書の作成、整理及び保存その他の司法行政文書の管理に関

する職員の指導

イ高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の文書管理者は、

その所属する下級裁判所の課又は下級裁判所の裁判部の所管する事務に関

する司法行政文書の管理の実施の責任者として、その管理する司法行政文

書について、次に掲げる事務を行うものとする。

㈱アの(ｱ)から㈱まで（(ｲ)及び㈱を除く。 ）に掲げる事務

㈹廃棄簿への記載

（4） 局課等の長及び高等裁判所等の長は、 (2)のただし書の定めにより、課等に

複数の文書管理者を置いた場合には、その事務の分掌を定めるものとする。

4文書管理担当者．

（1） 課等に文書管理担当者を置く。ただし、下級裁判所の課及び下級裁判所の

裁判部において、文書管理担当者を置くことなく適正に司法行政文書の管理

を行うことができると文書管理者が認める場合にあっては、この限りでない。

（2） 文書管理担当者は、次のとおりとする。ただし、課等のうちア､ ウ又はエ

に掲げるものにおいて､その実情によりこれによることができないときは、

それぞれア、 ウ又はエに定める者に準ずる者のうち､文書管理者が指名する

者を文書管理担当者とすることができる。

ア事務総局等の課等審査官、課長補佐、職員管理官補佐､厚生管理官補

佐又は専門官のうち文書管理者が指名する者

イ最高裁判所の裁判部文書管理者が協議の上指名する訟廷首席書記官補

， 佐



ウ下級裁判所の課企画官、課長補佐、専門官又は係長のうち文書管理者

が指名する者

エ下級裁判所の裁判部訟廷管理官、訟廷畠'l管理官、裁判員調整官、総括

主任書記官、主任書記官、係長、総括主任家庭裁判所調査官又は主任家庭

裁判所調査官のうち文書管理者が指名する者

（3） 文書管理担当者は、文書管理者を補佐するものとする。

（4） (2)の定めにより文書管理担当者を指名した場合には、文書管理者は、速や

かに総括文書管理者にその者の氏名又は職名を報告しなければならない。

5監査責任者

(1) 最高裁判所及び高等裁判所等に監査責任者を置く。

（2）監査責任者は、次のとおりとする。

ア最高裁判所秘書課参事官のうち最高裁判所の総括文書管理者が指名す

る者

イ高等裁判所、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所文書企画官

ウ地方裁判所（イに掲げる地方裁判所を除く。 ）及び家庭裁判所事務局

総務課長

（3） 監査責任者は、その所属する裁判所（地方裁判所にあっては、管内の簡易

裁判所を含む。）が保有する司法行政文書の管理の状況について監査を行う

ものとする。

（4） 監査責任者は、その指名する者に、 (3)に定める監査を行わせることができ

る。

6職員の責務

職員は、 この通達及び関連する法令等並びに総括文書管理者及び文書管理者

の指示に従い、司法行政文書を適正に管理しなければならない。

第3 司法行政文書の作成

1 職員は、文書管理者の指示に従い、裁判所における経緯も含めた意思決定に



至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け、又は検証することができ

るよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなけれ

ばならない。

2職員は、別表「事項」の欄に掲げる事項に係る業務を行うときは、同表「業

務の区分」の欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表「業務に係る司法行

政文書の類型」の欄に掲げる司法行政文書の類型を参酌して、文書を作成する

ものとする。

3 1に基づき、裁判所内部の打合せ又は裁判所外部との折衝等を含む、別表「

事項」の欄に掲げる事項に関する業務に係る政策立案、事務の実施の方針等に

影響を及ぼす打合せ等（6において「打合せ等」 という。 ）の記録については、

文書を作成するものとする。

4文書については、法令等の定めにより紙媒体での作成又は保存が義務付けら

れている場合、電子的管理によってかえって業務が非効率となる場合等を除き、

電子媒体により作成又は取得することを基本とする。

5文書の作成に当たっては、文書の内容の正確性を確保するため、その内容に

ついて原則として複数の職員による確認を経た上で、文書管理者が確認するも

のとする｡文書の作成について指示があったものについてはもその指示を行っ

た者の確認も経るものとする。

6裁判所の外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては、裁判所の出席者

による確認を経るとともに、可能な限り、当該打合せ等の相手方（以下6にお

いて「相手方」 という。 ）の発言部分等についても、相手方による確認等によ

り、正確性の確保を期するものとする。ただし、相手方の発言部分等について

記録を確定し難い場合には、その旨を判別できるように記載するものとする。

4 司法行政文書の整理

1 司法行政文書の整理の方法

職員は、次に定めるところにより、司法行政文書（3の定めにより保存期間

第4
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を1年以上とするものに限る。 ）の整理を行わなければならない。

（1） 作成し、又は取得した司法行政文書について分類し､名称を付するととも

に、保存期間及び保存期間の満了する日を設定する。

（2） 相互に密接な関連を有する司法行政文書をファイルにまとめる。

（3） (2)のファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存

期間の満了する日を設定する6

2分類及び名称

（1） 1の(3)の定めによりファイルを分類するときは、裁判所の事務の性質、内

容等に応じて系統的に、かつ、 3段階の階層構造に分類しなければならない。

この場合において、ファイルが別表「業務の区分」の欄に掲げられた業務に

関するものであるときは、同表の定めを参酌しなければならない。

(2) 1の(3)の定めによりフアイルに付する名称は、分かりやすいものとしなけ

ればならない。

3保存期間

(1)文書管理者は、その所属する課等の所管する事務に関する司法行政文書に

ついての標準文書保存期間基準（以下「保存期間表」という。 ）を定め、こ

れを公表しなければならない。

（2） 保存期間表の「保存期間」の欄に定める保存期間は、次に定めるところに

より定めるものとする。ただし、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び

簡易裁判所においては、秘書課長が定める保存期間表の例に準じて定めるこ

とができる。

ア別表「業務に係る司法行政文書の類型」の欄に掲げる司法行政文書の類

型に該当する司法行政文書（イにおいて「類型該当文書」 という。 ）につ

いては、同表「保存期間」の欄に定める保存期間により定める。

イ類型該当文書以外の司法行政文書については、別表の定めを参酌し、当

該司法行政文書に係る事務の性質、内容等を考慮して定める。



ウ最高裁判所においては、公文書等の管理に関する法律第2条第6項に規

定する歴史公文書等（エにおいて「歴史公文書等」 という。 ）に該当する

司法行政文書については、 1年以上の保存期間を定める。

エ歴史公文書等に該当しない司法行政文書であっても、司法行政が適正か

つ効率的に運営され、国民に説明する責務が全うされるよう、意思決定に

至る過程及び裁判所の事務の実績の合理的な跡付け又は検証に必要となる

司法行政文書については､原則として1年以上の保存期間を定めるものと

1

する。

(3) 司法行政文書の保存期間の設定は、保存期間表に従い、行うものとする。

(4)保存期間の設定においては、次に掲げる類型に該当する司法行政文書その

他の内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であって、保存期間を1年以上とす

る必要のないものは、 (2)のウ又はエに定めるものを除き、その保存期間を1

年未満とすることができる｡

ア正本又は原本が別に管理されている司法行政文書の写し

イ定型的又は日常的な業務連絡、 日程表等

ウ出版物や公表物を編集して作成した司法行政文書

エ所管する事務に関する事実関係の問合せへの応答に係る司法行政文書

オ明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった司法行

政文書

力意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がな

いものとして、長期間の保存を要しないと判断される司法行政文書

キ保存期間表において、保存期間を1年未満とすることが適当なものとし

て、業務単位で具体的に定められた司法行政文書

(5)保存期間の設定においては、通常は1年未満の保存期間を設定する類型の

司法行政文書であ．っても、重要又は異例な事項に関する情報を含む場合など

合理的な跡付け又は検証に必要となるものについては、 1年以上の保存期間



「

を設定するものとする。

（6） 司法行政文書の保存期間の起算日は、当該司法行政文書を作成し、又は取

得した日(以下「文書作成取得日」 という。 ）の属する年度の翌年度の4月

1日を原則とする。ただし、文書作成取得日から1年以内の日であって4月

1日以外の日又は文書作成取得日の属する年度の翌々年度の4月1日を起算

日とすることが司法行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場

合にあっては、その日とする。

なお、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする司法

行政文書については、保存期間が確定することとなる日を文書作成取得日と

みなす。

（7） 1の(3)の定めによりファイルに設定する保存期間及び保存期間の満了する

日は、ファイルにまとめられた司法行政文書の保存期間及び保存期間の満了

する日とする。ただし、保存期間の起算日を4月1日以外の日とした司法行

政文書がまとめられたファイルに設定する保存期間の満了する日については、

当該司法行政文書の保存期間の満了する日以後の最初の3月31日とする。

（8） (3)、 (6)及び(7)の定めにかかわらず、文書管理者は、司法行政文書の適切な

管理に資すると認める場合には、ファイルの保存期間の起算日以後に作成し、

又は取得した司法行政文書であって当該ファイルに係る事務に附帯する事務

に関するものについて、保存期間を文書作成取得日から当該ファイルの保存

期間の満了する日までとし、当該ファイルにまとめることができる。

5 司法行政文書の保存

1 司法行政文書については、法令等の定めにより紙媒体での保存が義務付けら

れている場合、電子的管理によってかえって業務が非効率となる場合等を除き、

電子媒体により体系的に保存することを基本とする。

2文書管理者は、司法行政文書(保存期間が1年以上のものに限る。 ）を第4

の1の(2)の定めによりファイルにまとめ、その保存期間の満了する日までの間、

第5



適切に保存しなければならない。

6 ファイル管理簿

’ ファイル管理簿の調製及び公表

（1） 総括文書管理者は、その所属する裁判所のファイル管理簿を電子決裁シス

テムをもって調製するものとする。

（2） ファイル管理簿は、インターネットで公表するとともに、最高裁判所にお

いては秘書課、高等裁判所等においては総務課に備え置き、一般の閲覧に供

しなければならない。

2 ファイル管理簿への記載等

（1） 文書管理者は、少なくとも毎年度1回その管理するファイルの現況につ

いて､次に掲げる事項をファイル管理簿に記載しなければならない。

ア分類

イ名称

ウ保存期間

エ保存期間の満了する日

オ保存場所

力ファイルの作成日の属する年度

キファイルの作成日における文書管理者

ク保存期間の起算日

ケ保存媒体の種別

． ファイルに係る文書管理者

（2） 文書管理者は、 (1)の定めによるファイル管理簿への記載に当たっては、行

政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）第5

条に規定する不開示情報に相当する情報を明示しないようにしなければなら

ない。

(3) 文書管理者は、保存期間が満了したファイルについて、移管又は第7の3

第6



の(2)の定めによる廃棄をした場合には、当該ファイルに関するファイル管理

簿の記載を削除しなければならない。

7司法行政文書の保存期間等の延長、移管及び廃棄

1 保存期間が満了したときの措置の定め

事務総局等の課等及び最高裁判所の裁判部に置かれた文書管理者は、その管

理するファイルについて、保存期間（2の定めにより延長された場合にあって

は延長後の保存期間。 3の(2)及び(3)において同じ。 ）の満了前のできる限り早

い時期に、保存期間が満了したときの措置として、移管又は廃棄の措置をとる

べきことを定めなければならない。

2保存期間等の延長

（1） 文書管理者は、ファイルに次に掲げる司法行政文書が含まれるときは、そ

の区分に応じてそれぞれ次に定める日が経過するまで、 1年ごとに、当該フ

，アイルの保存期間及び保存期間の満了する日を延長しなければならない。

ア現に監査、検査等の対象になっている司法行政文書当該監査、検査等

が終了する日

イ現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる

司法行政文書当該訴訟が終結する日

ウ現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要と

される司法行政文書当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日か

ら起算して1年に達する日

エ開示の申出があった司法行政文書当該司法行政文書について、次に掲

げる日のいずれか遅い日

（ｱ） 司法行政文書の開示を申し出た者に対し開示の申出を受けた裁判所が

した判断の通知を発した日の翌日から起算して1年に達する日

（ｲ） （ｱ)の日までにされた苦情の申出に対する判断をした日の.翌日から起算

して1年に達する日

第7



1

（2） 文書管理者は、保存期間が満了したファイルについて、職務の遂行上必要

があると認めるときは、必要な限度において、一定の期間を定めて当該ファ

イルの保存期間及び保存期間の満了する日を延長することができる。延長し

た保存期間が満了したファイルについても同様とする。

3移管及び廃棄

（1）移管をすべき司法行政文書がまとめられているファイルの選別、移管の実

施等に関する事務の取扱いについては、平成22年3月30日付け最高裁秘

書第000867号事務総長依命通達「内閣総理大臣への司法行政文書の移管に関

する事務の取扱いについて」の定めるところによる。

（2） 文書管理者は、ファイルの保存期間が満了したときは、 2の定めによる保

存期間及び保存期間の満了する日の延長又は移管をする場合を除き、当該フ

ァイルを廃棄しなければならない。

(3) 文書管理者は、保存期間が満了したファイルについて、移管又は廃棄をし

た場合には、第6の2の(3)の定めによるファイル管理簿の記載の削除をする

ほか、最高裁判所においては当該ファイルの名称、移管又は廃棄の日その他

秘書課長が定める事項を移管・廃棄簿に、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁

判所及び簡易裁判所においては当該ファイルの名称、廃棄の日その他秘書課

長が定める事項を廃棄簿に記載しなければならない。

（4） 最高裁判所の総括文書管理者は、最高裁判所の移管・廃棄簿を、高等裁判

所等の総括文書管理者は、その所属する裁判所の廃棄簿を電子決裁システム

をもって調製するものとする。

8 司法行政文書の管理状況の点検及び監査等 、

1 点検及び監査

(1)文書管理者は、その管理する司法行政文書の管理状況について、少なくと

も毎年度1回、点検を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければな

ノ
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らない。



（2） 監査責任者は、少なくとも毎年度1回、第2の5の(3)に定める監査を行い、

その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。

､(3)総括文書管理者は、 (1)及び(2)の定めによる報告その他の事情を踏まえ、司

法行政文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。

2紛失等への対応

.(1) 文書管理者は、その管理する司法行政文書の紛失及び誤廃棄が明らかとな

った場合には､直ちに総括文書管理者に報告しなければならない。

（2） 総括文書管理者は、 (1)の定めによる報告を受けたときは、速やかに必要な

措置を講ずるものとする。

3 管理状況の報告

高等裁判所等の長は、司法行政文書の管理状況（地方裁判所にあっては、管

内の簡易裁判所の管理状況を含む。 ）について、毎年度、秘書課長に報告しな

ければならない。

4管理状況の公表． 』

秘書課長は、毎年度、最高裁判所における司法行政文書の管理状況及び3の

報告について、その概要を公表しなければならない。

第9研修の実施

総括文書管理者は、職員に対し、司法行政文書の管理を適正かつ効果的に行う

ために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行う

ものとする。

第10秘密文書の管理

1 公表しないこととされている情報が記録された司法行政文書のうち秘密保全

′ を要する司法行政文書（以下「秘密文書」という。 ）は、次の種類に区分し、

指定する。

（1）極秘文書秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を

．与えるおそれのある情報を含む司法行政文書



（2）秘文書極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせては

ならない情報を含む極秘文書以外の司法行政文書

2秘密文書の指定は、最高裁判所においては局課等の長が、下級裁判所におい

ては高等裁判所事務局長（知的財産高等裁判所事務局長を除く。 ） 、地方裁判

所長及び家庭裁判所長が行い（以下これらの指定をする者を「指定者」 という。

） 、その指定は必要最小限にとどめなければならない。

3指定者は、期間（極秘文書については5年を超えない範囲内の期間。 4にお

いて同じ。 ）を定めて秘密文書の指定を行わなければならない。

4 ．指定者は、秘密文書の指定期間（4の定めにより延長した指定期間を含む。

以下同じ。 ）が満了する時において、満了後も引き続き秘密文書として管理を

要すると認めるときは、期間を定めてその指定期間を延長することができる。

ただし、指定期間は､通じて当該司法行政文書の保存期間を超えることができ

ない。

5(1) 秘密文書の指定期間が満了したときは、当該秘密文書の指定は、解除され

たものとする。

（2） 指定者は、秘密文書の指定期間中に、秘密文書に指定する必要がなくなっ

たと認めるときは、速やかに秘密文書の指定を解除するものとする。

6 指定者は、課等が保存すべき司法行政文書について、秘文書の指定、延長及

び解除に関する事務を当該課等の文書管理者に委任することができる6

7秘密文書には、秘密文書と確認できる表示を付さなければならない。

8文書管理者は、秘密文書管理責任者として秘密文書の管理について責任を負
ｰ

フ。

9秘密文書は、秘密文書を管理するために適切に管理された電子計算機若しく

は媒体又は簿冊において管理しなければならない。

10行政機関、他の裁判所又は文書管理者を異にする他の課等に秘密文書を提

供する場合には、あらかじめ当該秘密文書の管理について提供先の行政機関、



他の裁判所又は文書管理者を異にする他の課等と協議した上で行うものとする。

11 高等裁判所等の総括文書管理者は､秘密文書の管理状況（地方裁判所にあ

っては、管内の簡易裁判所の管理状況を含む。）について、毎年度、所属する

裁判所の長に報告するものとする。

12秘書課長は、 この通達の定めを踏まえ、秘密文書の管理に関し必要な事項

を定めるものとする。

第11 その他

この通達に定めるもののほか、司法行政文書の管理に関し必要な事項は、秘書

課長が定める。

付記

1 実施

この通達は、平成25年1月1日から実施する。

2経過措置

(1) この通達の実施の際、現に平成24年12月6日付け最高裁秘書第003415号

事務総長依命通達「 「最高裁判所司法行政文書取扱要領について」の廃止につ

いて」による廃止前の平成17年12月12日付け最高裁秘書第003688号事務

総長依命通達「最高裁判所司法行政文書取扱要領について」 （(3)において「1日

最高裁文書取扱通達」 という。 ）又は平成24年12月6日付け最高裁秘書第

003411号事務総長依命通達「 「下級裁判所司法行政文書取扱要領について」の

廃止について」による廃止前の平成17年12月12日付け最高裁秘書第0036

89号事務総長依命通達「下級裁判所司法行政文書取扱要領について」 （(3)にお

いて「|日下級裁文書取扱通達」 という。 ）の定めにより保存されている司法行

政文書は、 この通達の定めにより保存されているものとみなす。

（2） (1)の司法行政文書のうち司法年度で保存されているものは、この通達の実施

の際、現に定められている保存期間（延長された場合にあっては延長後の保存

期間）の満了した日の翌年の3月31日をもって保存期間が満了したものとす



る。

（3） この通達の実施の際、既に平成24年の会計年度のファイルを指定した司法

行政文書及び平成25年1月1日から同年3月31日までに作成し、又は取得

した司法行政文書であって記第4の3の(4)の定めにより保存期間の起算日が同

年4月1日となるものの整理については、最高裁判所にあっては旧最高裁文書

取扱通達の、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所にあっては

｜日下級裁文書取扱通達の例による。

（4） この通達は、最高裁判所が保有する司法行政文書に適用される限りにおいて、

平成21年8月5日付け内閣府大臣官房長最高裁判所事務総局秘書課長同総務

局長申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置

について（平成21年8月5日内閣総理大臣最高裁判所長官申合せ）の実施に

ついて」第2項本文の「新たな取扱要領」に該当するものとする。

付記（平成27． 6．29秘書第1153号）

1 この通達は、平成27年7月1日から実施する。

2平成27年6月30日までに開示を求められた司法行政文書が含まれるファイ

ルの保存期間等の延長については、なお従前の例による。

3平成24年12月6日付け最高裁秘書第003545号事務総長依命通達「司法行政

文書の管理について」の標題の次に「 （依命通達） 」 とあるのを「 （通達） 」 と

補正する。

4他の通達等中「平成24年12月6日付け最高裁秘書第003545号事務総長依命

通達「司法行政文書の管理について」 」 とあるのは「平成24年12月6日付け

最高裁秘書第003545号事務総長通達「司法行政文書の管理について」 」 と読み替
、

えるものとする。

付記（平成28． 2． 4秘書第343号）

この通達は、平成28年4月1日から実施する。

付記（平成29． 3． 6秘書第703号）



この通達は、平成29年4月1日から実施する。

付記（平成30． 6． 29秘書第2693号）

この通達は、平成30年9月1日から実施する。

付記（平成30．． 11． 30秘書第4954号）

この通達は、平成31年6月1日から実施する。

付記（令和3． 12． 24秘書第3816号）

1 この通達は、令和3年12月24日から実施する。

2 この通達による改正後の平成24年12月6日付け最高裁秘書第003545号事務

総長通達「司法行政文書の管理について」記第7の4の定めは、平成31年1月

1日以降に係る管理状況の公表について適用する。

付記（令和4． 11． 18秘書第3269号）

1 この通達は、令和4年12月19日から実施する。

2 この通達による改正後の平成24年12月6日付け最高裁秘書第003545号事務

総長通達「司法行政文書の管理について」記第4の3の(6)のただし書及び別表の

定めは、文書作成取得日が令和4年4月1日以降である司法行政文書について、

同(8)の定めは文書作成取得日が令和5年4月1日以降である司法行政文書につい

て、それぞれ適用する。
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事項 業務の区分 業務に係る司樹了政文書の鯉 保存期間 具体例

最高裁ドﾘ所規則の制定又は改廃及びその経緯

1最高裁判所

規則の制定又

は改廃及びそ

の経緯

〆

(1)立案の検討

(2)制定又は改廃

(3)官報公告

(4)

ア立案基礎文書

イ最高調畠胴7規則の制定に関

する調蝿又は建議に関す

る文書
C

f

ウ螺
礎
の検討に関する調査研

ア最高裁料厭規則の制定又は

改廃のための決裁文書

◆

イ最高銭4臓則の原本

官報公告に関する文書

基準の設定

20年 (ｱ)･基本方蚤k基本計画

<ｲ）法律の要綱、法律案､理由、新旧対

照条文､人調鯛貝喋

(ｱ）開催通知

(ｲ）諮問

(制議割慨要議事録

(ｴ）配布資料

㈱…果､建議

㈱外国､行政機関又は剛企業の状況

調査

Iｲ）関係団体又は関係者からの意見聴取

(ｱ）最高栽判所規貝喋､理由、新旧対照

条文､参照条文

(ｲ）輔総局会議及ひ論判官会議の酉肺

資料

最高裁ド臓則の原本

官報公告の写し

㈱外国､行政機関又は剛企業の状況

調査

(ｲ）関係団体又は関係者からの意見聴取

(ｱ）逐条解説

(ｲ）ガイドライン

(ｳ）運用の手引

ア立案基礎文書

イ最高騨阿雛の制定に関

する調蚕審議又は建議に関す

る文書

ウ 立案z検討に関する調査研

究文書
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雄のため…霊 条文、参照条文

事務総局会議及〔瞬間r官会議唾

0年 l塞万壷f評言H圏

イ最高鱗胤厭規程の原本

(3)

の基準の設定

裁判官会議の決定又は了解及びその雛

3裁曇鷲
決定又は了解

及びその経緯

最高糊4職判官

会議に付された案

件に関する立案の

検討及び付議その

他の重要な経緯

ア立案圏麓文書

イ立案

、等文書

の検討に関する審議会

ウ螺
繩
の検討に関する調査研

エ行政機関等との協議文書

オ立案の検討に関する会議に

力謝§I官会議に案件を付議す

るための蝋書及U識判官

会議に提出された文書

｡

10年

20年

鋤針基本計画

(ｱ）開催通知

(ｲ）諮問

(ｳ）議調慨要､議事録

働酉肺資料

㈱中間答申､最終答申、中間報告､最

終報告、建議提言

(ｱ）外国､行政機関又は噸企業の状況

調査

(ｲ）関係団体又は関係者からの意見聴取

(ｱ）行晩鯛葵簿への協議案

(ｲ）行政機関等からの質問及び意見

(ｳ）行幽鋤斐跨からの闘謝及び意見に対

する回答

》
．

の配布資料

㈱議決事項案

(ｲ）配布資料

》

4下級裁判所

の裁判官会議

の決定又は了

解及びその経

緯

下級調1所の糊41

宮会議に付された

案件に関する立案

の検討及び付議そ

の他の重要な経緯

ア立案基礎文書

イ裁判官会議に提出された文

書

ウ裁判信会議の決定又は了解

の内容が記録された文書

10年

，

聯壷k基本計画

配布資料

裁判官会繍鯛

行政機関等との申合せ

最高鵠胤圃規程の原本

(ｱ）外国行政機関又は踊牒の状況

調査

(ｲ）関係団体又は関係者からの意見聴取

(ｱ）逐条解説

(ｲ）ガイドライン

(ｳ）運用の手引



●

ダ

(ｱ）外国、行i関幾関又は民間企業の状況

調査

㈹関係団体又は関係者からの意見卿

イ申合せに係る案の検討に関

する獅究文書

との申合せ及合せに関する立案

びその経緯の検討及び行現幾

関等への協議その

他の重要な経緯 (ｱ）行政槻對等への協議案

㈱行政機関等からの質問及び意見

(ｳ）行政機関等からの閏淵及ひ滝見に対

する回答

ウ申合せに係る案の検討に関

する行政機関等との協議文書

㈱
㈱
㈲
灘議事録
間肺資料

エ行政機関等との会議に検討

のための資料として提出され

た文書及び当該会議の議事が

記録された文書その他申合せ

に至る過程が言瞬された文書

申合せオ申合せの内容が記録された

文書

個人又は法人の櫓嶬務の得喪及びその雛

雲霧I ｢裏
ア立(1)行政手雛（

平成5年法律第

88尉第5条

案の検討に関する審議会

等文書

(ｱ）開催経緯

(ｲ）諮問

(ｳ）議割慨要､議事録

(ｴ）配布資料

㈱中間答申、最終答申、中間報告､最

終報告、建議､提言

10年

第1項の総基

準同法第6条

の標準的な期間

及び同法第12

条第1項の蝿シ

基準に鮒る立

案の検討その他

の重要な経緯

け）外国、行政機関又は司謝企業の伏況

調査
(ｲ）関係団体又は関係者からの意見聴取

イ立案の検討に関する調査研

究文書

審査基準案、処分基準案ウ行政撒第5条第1項の

審査基準及び同法第12条第

1項の処分基準を定めるため

の蛾文書

標準処理期間案エ行政手続法第6条の標準的

な期間を定めるための決裁文

書

(ｱ)審査案

(ｲ）理由

(2)行政…

2条第3号の許

認可等似下「

許認可等」とい

う。 ）に関する

重要な経緯

許認可等をするための決裁文書

その他許認可等に至る過程が記

録された文書

10年

（保柳

間満了時

の措置を

移管とす

るものに

限る。 ）

又は許認



可等の効

力が聯
する日に

係る特定

日以後5

年

(3)行政手続法第

2条第4号の不

禾晩拠分似下

「刀琢1益拠耽:」

という。）に関

する重要な経緯

刀詠噛拠分をするための決裁文

書その他不同臘拠分に至る過程

が記録された文書

け）処分案

(ｲ）理由

5年

(4) 刀羽R申立てに

関する検討その

他の重要な経緯

ア不服申立書又は口頭による

不服申立てにおける陳述の内

容を録取した文書

裁決､決

定その他

の処分が

される日

に係る特

定日以後

10年

(ｱ）不服申立書

(ｲ）録取書 夕

イ裁決、決定その他の処分を

するための燃書その他当

該処分に至る過程が言畷され

た文書

例
㈹
㈲

鵬
職
鯛

ノ

’

ウ裁決書又'3訣定書 裁決雷決定書

(5)国を当事者と

する訴訟の提起

その他の訴訟に

関する重要な経

緯

ア訴訟の提起に関する文書 (ｱ）訴状の写し

(ｲ）期日呼出状の写し

訴訟が終

結する.日

に係る特

定日以後

10年

イ訴訟における主張又は立証

に関する文書

㈱
㈹
㈲
倒
鮒

答弁書の写し

準備書面の写し

各種申立書の写し

口頭弁論調書証人等調誇の写し

議正の写し

ウ判決書又は和解調書

し

し
写
写
割
鎗
柵
伺
い

(1)行政手雛第

5条第1項の審

査基箪同法第

6条の標準的な

期間及び同法第

12条第1項の

処分基準に関す

る立案の検討そ

の他の重要な経

緯

ア立案の検討に関する審議会

等文書

イ立案の検討に関する調査研
究文書

7法人噸リ

義務の得喪及

びその経緯

(ｱ）開催経緯

(ｲ）諮問

(助議事概要､議事録

㈲配布資料

鮒中間答申、最終答申、中間報告、最

終報告､建議提言

10年

(ｱ）外国、行蝋関又は踊牒の状況

調査

(ｲ）関係団体又は関係者からの意見聴取

審査基準案､蝿>基練

〆

ぺ



審査基準及び同法第12条第

1項の処分基準を定めるため

の決裁文書

標準処理期間案エ行政弔焼法第6条の標準的

な期間を定めるための決裁文

書

㈱審査案

㈹理由

許認可等

の効力が

消滅する

日に係る

特定日以

後5年

許認可等をするための決裁文書

その他許認可等に至る過程が記

録された文書

(2)許認可等に関

する重要な経緯

(ｱ）処分案

(ｲ）理由

刀啄I益処分をするための決裁文

書そのH畑訴脱拠分に至る過程

が記録された文書

5年(3)不利益如分に

関する重要な経

緯

例不服申立書

(ｲ）録取書

鰍、決

定その他

の処分が

される日

に係る特

定日以後

10年

ア不服申立書又は口頭による

不服申立てにおける陳述の内

容を録取した文書

(4)不服申立てに

関する検討その

他の重要な経緯

蝿
朧
鰄

伺
い
㈲

イ裁決、決定その他の処分を

するための決裁文書その他当

該処分に至る過程が記録され

た文書

裁決霞決定書ウ裁決書又は決定書

(ｱ）訴伏の写し

(ｲ）期日呼出状の写し

訴訟が終

結する日

に係る特

定日以後

10年

ア訴訟の提起に関する文書(5)国を当事者と

する訴訟の提起

その他の訴訟に

関する重要な経

緯

例
㈹
㈲
倒
鮒

答弁書の写し

準備書面の写し

各種申立書の写し

口頭弁論調書証人等調書等の写し

書証の写し

イ訴訟における主張又は立証

に関する文書

(ｱ）判決書の写し

(ｲ） 禾鯛革調書の写し

ウ判決書又は和解調書

職員の人事に関する事項

覇
ア計画の立案に関する調査研

究文書 ， ．

イ計画の制定又は雌のため

の蝋書

！

㈱外国、行政機関又は剛企業の状況

調査

(ｲ）関係団体又は関係者からの意見聴取

3年

計画案

実績
仁一

ノ



録された文書

(2)職員の緋の

許可に関する重

要な経緯

職員の兼業の許可の申請書及び

当該申請に対する許可に関する

文書

嬬
鵬
伺
い

(3)退職手当の支

給に関する重要

な経緯

退職手当の支給に関する決定の

内容が記録された文書及び当該

決定に至る過程が記録された文

書 ．

支給制限

その他の

支給に関

する処分

を行うこ

とができ

る期間又

は5年の

しv掴1か

長し潮間

上申書

(4)採用試験に関

する重要な経緯

採用試験に関する決裁文書 鋤冒畷､試験問題5年

その他の事項
〃

9通達の制定

又は改廃及び

その経緯

立案の検討その他

の重要な経緯

ア立郷文書 10年 琳方雷k基本計画

イ立案の検討に関する調査研

究文書

(ｱ）外国、行政樹對又は噸企業の伏況

調査

(ｲ）関係団体又は関係者からの意見聴取

ウ通達の制定又は改廃のため

の決裁文書

通達案

10予算及び

決算に関する

事項

(1)歳入､歳出、

胤醗漬､繰越明

許費及ひ掴繩

務負担行為の見

積りに関する書

類の作製その他

の予算に関する

重要な経緯

ア歳入、歳出、細鑛讃､繰越

明許費及ひ掴庫離負担行為

の見積りに関する書類並びに

その作製の基礎となった意思

決定及び当該意思決定に至る

過程が記録された文書

嗣
側
㈲

》
》

10年

《

イ財政法（昭和22糊第

34割第20条第2項の予

定軽騨要求譜並びにその作

㈱予定経費要求書

(ｲ）継識漬要求書

(ｳ）繩明許費要求書

(ｴ）国庫債務負担行為要求書

㈱予算決算及び会計令0召和22年勅

令第165尉第12条の規定に基づ

く予定陛漣要球書等の各目明細書

製の基礎となった意思決定及

び当該意思決定に至る過程が

記録された文書

ウア及びイに掲げるもののほ

力、予算の成立に至る過程が

記録された文書

桝予筋I縮



予算の醐謝鬮知エ歳入歳出予算､鰄及び

国庫債務負担行為の醐武に関

する文書

(ｱ）歳入及ひ歳出の決算に関する報告書

(ｲ）国の債務に関する計算書

(ｳ）僻獺報告書

㈲歳入簿､歳出鯉支払訓醗鶴|簿

㈱徴収簿

㈲支出決定簿

㈱支出簿

ア歳入及び歳出の決算に関す 5年(2)歳入及び歳出

の決算に関する

報告書並びに国

の債務に関する

計算書の作製そ

の他の決算に関

する重要な経緯

る報告書並びにその作製の基

礎となった意思決定及び当該

意思決定に至る過程が記録さ

れた文書

(ｱ）計算書

(ｲ）証拠壱類

イ会計棚院に提出し、又は
C

送付した計算書及〔肩酸屠類

意見又は処置要求ウ会計倹査院の検査を受けた

結果に関する文書 ．

調書エアからウまでに掲げるもの

のほが決算の提出に至る過

程が記録された文書

繩
繩
鮒
鮒
鍵
呼
伺
い

オ国会における決算の審査に

関する文書

昂驚懇緯
契約が終

了する日

に係る特

定日以後

5年

契約に係る決裁文書その他契約

に至る過程が記録された文書

契約に関する重要

な経緯

11契約に関

する事項

例
杣
吻
倒

選考基準俵翰

推薦文書（調勤

伝達

受章者名簿俵彰）

栄典又は表彰の授与又は剥奪の

ための決裁文霜汲び伝達の文書

10年栄典又は表彰の授

与又は剥奪に関す

る重要な経緯

12栄典又は

表彰に関する

事項

嗣
側
㈲

鋤
識
》

国会潮書 10年国会審議13国会にお

ける審議等に

関する事項

常用 ファイル管理簿アファイル管理簿その他の業

務に常時利用するものとして

聯勺に僻すべき文書

14文書の管文書の管理等

理等に関する

事項

受理簿イ取得した文書の管理を行う

ための帳簿

5年

記載が終秘密文書管理簿

了する日

に係る特

ウ秘密文書の管理を行うため

の帳簿



定日以後

5年

エファイルの移管又13鰊の

》蹄2が冒聯された鳴騨

20年

（(潮

間満了時

の措置を

廃棄とす

るものに

ついては

30年）

(ｱ）移管･廃棄簿

(ｲ）廃棄簿

15情報化に

関する事項

情報システムの整

備及び運用に関す

る重要な経緯

ア情報システムの開発に関す

る文書

5年

岬
鐸
繍
鵬
垂

伺
い
吻
倒
鮒
勵
㈱

へ

イ情報システムの運用等に関

する文書

例
㈹
㈲
㈲
㈱

啼
呼
》
綱

16監査に関

する事項

監査に関する重要
な経緯

ア監査の企画､立案等に関す

る文書

5年 監査計画

イ監査の実施及び結果に関す

る文書

㈱
㈹
㈲
㈲

鋤菌知

織果報告

驍杳調書

藍杳のフォローアップ

17国有財産

に関する事項

国有財産の管理に

関する事項

ア国有財産台帳
１
》イ国有財産台帳の価潴改定に

関する文書

10年

ウ国有財産の報告に関する文

書

5年

18統計並び

に調繊ひ研

究に関する事

項（1から1

7までに該当

するものを除

統計の作祓及び分

析並びに調査及び
研究に関する重要

な経緯

ア統計の作減及び分析に関す

る文書 、

5年 司法統計年報

3年 (ｱ).外国､行政機関又は闘笥企業の状況

調査．

(ｲ）関係団体又は関係者からの意見聴取



く。 ）

備考

1 この表における次に掲げる用語の意義は､そｵだれ次に定めるところによる。

（1）立案基礎文書司法行政に関する基本方針又は司法行政上の重要な事項に係る意思決定が記録された文書その他の立

案の基礎となった文書をいう。

（2）調酬究文書調査又は研究の結果及び当該結果に至る過程が記録された文書をいう。 ノ

（3）決裁文書司法行政上の意思決定剛郷艮を有する者が押印､屠名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内

容を決定し、又は確認した司法行政文書をいう。

．(4)審義会等審議会その他の合識ﾘ'聯関又は軒弓的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合をいう。

（5）識会等文書審議会等に検討のための資料として提出された文書及〔職会等の議事答申、建議､報告又ぱ意見

が記録された文書その他審議会等における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が訂凝された文書をいう。

（6）特定日文書侑戎取得日においては不確定である期間を傭潮間とする司樹誠文書について､保存期間が確定した

場合における、記第4の3回6め定めによる当該司樹了政文書の保繍間の起算日をいう。

(7)国会糊書国会法＄召和22年法律第79矧第72条第2項の規定による出席説明に関し､裁判所がｲ城しも

又は取得した文書及びその他国会鶴に関し､裁ドﾘ所が取得した文書をいう。

2 「業務の区分」の欄に掲げられた業務を所管していなし課等の職員がｲ衛臆し、又は取得した当該業務に係る司法行政文

書であって、当該課等の文書霞野勃噌理するものについてばこの表の保柳間の定めIj適用しなし％

3職員の人事に関する事項に係る司法柿攻文書について、糊朔職員に関する臨H舗昔鰯則旧召和27年最高裁朋槻則

第1割において準用する人事1瀬則､政令又I諭令の規定により保存期間の定めがあるものは、当該保存期間による。

4複数の專頁業務の区分又は業務に係る司渕丁政文書の鯉に該当する司法行政文書の保1潮間は､それぞれに定めら

れた保存期間のうち、最も長い{揃間による。

I
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